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障害者をめぐる法律の動き 

年月 法律の動き 

H２３年８月 障害者基本法の改正法が成立（差別権利侵害禁止、社会参加支援は国及び地方公共団体の責務、国民の責務、障害者週間の設置、基本施

策についてなど） 

H２３年１０月 

 

障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係

法律の整備に関する法律の一部施行（グループホーム・ケアホーム利用の際の助成（最大１万円）、同行援護の個別給付化） 

H24 年 4 月 ① 利用者負担の見直し－ 利用者負担について、応能負担を原則に － 障害福祉サービスと補装具の利用者負担を合算し負担を軽減 

② 障害者の範囲の見直し- 発達障害が障害者自立支援法の対象となることを明確化 

③ 相談支援の充実   － 相談支援体制の強化－ 支給決定プロセスの見直し、サービス等利用計画作成の対象者の大幅な拡大 

                 市町村に基幹相談支援センターを設置、「自立支援協議会」を法律上位置付け、地域移行・地域定着の個別給付化 

④ 障害児支援の強化－ 児童福祉法を基本として身近な地域での支援を充実－ 放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の創設 

             － 在園期間の延長措置の見直し 

（その他）成年後見制度利用支援事業の必須事業への格上げ、児童デイサービスに係る利用年齢の特例、事業者の業務管理体制の整備、 

精神科救急医療体制の整備等、難病の者等に対する支援・障害者等に対する移動支援についての検討 

H24 年 10 月 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 施行 

H25 年 4 月 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法） 施行 

※3 年後を目処に支給決定の方法や移動支援、就労支援などのあり方を検討 

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（優先調達法）施行  

→国の基本方針は平成 25 年 4 月 23 日  ⇒ 県の基本方針 平成 25 年 12 月 16 日・・・・市の基本方針平成 26 年 3 月 1 日 策定 

福祉分野における個人情報に関するガイドライン 実施 

H25 年 6 月 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）成立⇒平成 28年 4月 1日施行 

H25 年７月 「社会保障審議会障害者部会」、「障害者の地域生活の推進に関する検討会」の再開 

 ⇒障害支援区分、グループホーム一元化、第 4期障害福祉計画基本指針について 

H25 年 9 月 障害者基本計画第 3次（内閣府）の策定（平成 25 年から平成 29 年度のおおむね 5 年間の計画） 

H25 年 12 月 「障害者の権利に関する条約」の批准書の寄託 

H25 年 12 月 4 日 締結のための国会承認。H26 年 1 月 20 日の批准書の寄託  平成 26年 2月 19日効力発生 
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（出典：厚生労働省ホームページ） 
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鶴岡市障害者就労施設等からの物品等調達方針の策定について 

１ 趣旨 
法の規定に基づき、障害者就労施設等からの優先調達に関する基本的
な方針を定める。 

鶴岡市の調達方針の概要（平成 26年度） 

２ 調達の対象となる施設等 
就労継続支援事業所(Ａ型・Ｂ型）、就労移行支援事業所、生活介護事
業所、地域活動支援センター 等を定める。 

３ 調達方針の対象範囲 
(1) 範囲 … 市の全機関（出先機関を含む） 
(2) 品目 … 物品(印刷、雑貨等) 役務(清掃、農作業等) 

４ 調達の目標  前年度実績を上回る額 

５ 具体的方策 
(1) 施設等が提供可能な物品・役務に関する情報提供 
(2) 随意契約制度の活用等 随意契約のガイドライン 
(3) 施設等に対する発注時の配慮（納期・発注量等） 
(4) 販売の機会の確保 

６ 調達方針、調達実績の公表等 
毎年度、調達実績を公表し、調達方針を見直す。 

７ 推進体制 
(1) 必要に応じて、各部局等を対象とする会議等を開催する。 
(2) 物品及び役務の情報管理、提供する。 

８ その他 
 この調達方針の実施について必要な申請及び登録等の事項は、別に
定める。 

調達方針策定の基本的な考え方 

障害者優先調達推進法の趣旨を踏まえ、優先調達を効果的に推進するた
め、既存制度の活用を図りながら、調達方針を策定する。 

障害者優先調達推進法の概要 

◆目的【第１条】 
障害者就労施設（就労継続支援事業所、就労移行支援事業所、生活介
護事業所、地域活動支援センター）等の物品及び役務の受注機会を確
保し、障害者の自立の促進を図る。 

◆地方公共団体等の責務及び調達の推進 
【第４条】 
(1) 地方公共団体は、障害者就労施設等の受注の機会の増大を図るた
めの措置を講ずるよう努めなければならない。 
(2) 地方独立行政法人は、障害者就労施設等の受注の機会の増大を図
るための措置を講ずるよう努めなければならない。 
 
【第９条】 

◆公契約における障害者の就業を促進するための措置等 
【第 10 条】 
競争参加資格を定める際、法定雇用率の達成等に配慮する等の措置を
講ずるよう努める。 

◆障害者就労施設等の供給する物品等に関する情報の提供 
【第 11 条】 
障害者就労施設等は、購入者等に物品等に関する情報を提供し、その
質の向上及び供給の円滑化に努める。 

調達方針の策定・目標の設定・公表 

調達方針に即した調達の実施 

調達実績の取りまとめ・公表 
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（出典：内閣府ホームページ） 
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（出典：内閣府ホームページ） 
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（出典：内閣府ホームページ） 
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（出典：内閣府ホームページ） 



- 8 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：内閣府ホームページ） 
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 指定障害福祉サービス事業所の整備状況 

これまで整備された指定障害福祉サービス事業所は下表のとおりです。平成２５年度は、相談支援事業所が新たに２箇所指定さ

れています。 

年 提供サービス 事業所（略名となっています） 

２４年 

指定一般相談支援・指定特定相談支援 

 

 

指定特定相談支援 

指定特定相談支援・障害児相談支援 

自立訓練（生活訓練） 

就労移行支援 

就労継続支援（B 型） 

 

共同生活援助 

障害者相談支援センター 

地域生活支援センター 翔 

障がい者相談支援センターぱすてる 

相談支援室 ねこのて 

あおば学園 

多機能事業所 あすか 

工房せい 

多機能事業所 あすか 

レインボー広場 

まごころ 

どんぐり 

えがおホームよつばの里（増） 

ステップ茶ヤ町荘 

２５年 

指定特定相談支援 

指定特定相談支援・障害児相談支援 

就労移行支援・就労継続支援Ｂ型 

共同生活介護 

生活介護 

自立訓練（生活訓練) 

愛光園 

光の子 

多機能型事業所ひかり  

一体型指定共同生活介護事業所やすらぎ 

作業所月山 

多機能型事業所やまびこ 

 

 

定員変更 グループホーム「よつばの里」 GH、CH  定員７名→９名 

すまいるらんど A A 型 定員２７名→３５名 

どんぐり GH 定員４名→６名 

まごころ GH 定員５→６名 

ラブラドール共同生活介護事業所 CH 定員４→５名 
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障害福祉サービス等の体系 

給付区分 サービス名 サービス内容 利用者数 事業所数

居宅介護（ホームヘルプ） 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います 161 18

重度訪問介護

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、

排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行

います。（平成２６年４月から対象者を重度の知的障害者・精神障害

者に拡大する予定）

1 18

同行援護
重度の視覚障害のある人が外出する時、必要な情報提供や介護を

行う
5 4

行動援護
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避す

るために必要な支援、外出支援を行います
0 0

重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括

的に行います
0 0

短期入所（ショートステイ）
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設

等で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
29 ７（８）

療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の

管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います
22

生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を

行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します
336 9

施設入所支援
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を

行います
229 4

共同生活介護（ケアホーム）
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等

を行います
74 32

自立訓練（機能訓練） 2 4

自立訓練（生活訓練） 102 7

就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知

識及び能力の向上のために必要な訓練を行います
26 4

就労継続支援（Ａ型＝雇用型） 56 2

就労継続支援（Ｂ型） 423 23

共同生活援助（グループホーム）
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を

行います
85 32

介護給付

訓練等給付
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知

識及び能力の向上のために必要な訓練を行います

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能

又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います
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障害福祉サービス等の現状（受給者数と金額の推移） 
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障害福祉サービス等受給者数の推移

介護給付

訓練等給付

旧法施設

障害児通所支援

合計
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400,000
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障害福祉サービス等支給金額の推移

介護給付

訓練等給付

旧法施設

障害児通所支援

合計
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障害福祉サービス等の現状（障害別利用状況） 
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区分 世帯の収入状況 負担上限月額 

生活保護 生活保護受給世帯 ０円 

低所得 1,2 市町村民税非課税世帯 ０円 

一般１  

市町村民税課税世帯（所得割１６万円未満） 

※入所施設利用者（２０歳以上）、グループホー

ム・ケアホーム利用者を除きます(注 3)。 

９，３００円 

障害児 

４，６００円 

一般２ 上記以外 ３７，２００円 

障害福祉サービス等の現状（利用者負担） 

応益負担 と 応能負担 

� 18 歳以上の場合は利用者とその配偶者世帯の所得 

� 18 歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯 

 住民基本台帳上の世帯の所得に応じた自己負担の上限月額があ

ります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の 1 割の金額

の方が低い場合には、その金額を支払います。 

 

 受給者の 93％は無料で利用されており、利用者負担している 9

割の方は、4,600 円（障害児）または、9,300 円が利用上限となっ

ています。 
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障害福祉サービス等の現状（障害別年代別） 
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第３期 障害福祉計画の進捗状況 

第３期計画で平成２５年度の進捗状況については、下記のとおりです。 

（１）福祉施設入所者の地域生活への移行 

鶴岡市における地域移行の目標 

1. 地域生活に移行する障害者の目標を５０人（２１％）とします。 

2. 施設入所者の減少目標を２４人（１０．０％）とします。 

※平成１７年１０月時点での施設入所者２３８人 

 

 

 

 

（２）福祉施設からの一般就労への移行 

鶴岡市における一般就労への移行の目標 

※福祉施設利用者･･･日中活動を行っているサービス利用者で、生活介護、自立訓練（機能、生活）、就労継続支援（A 型、B 型）等の利用者をいう。 

 

1. 福祉施設から一般就労する人を１５人以上とします。 

2. 福祉施設利用者のうち 

  就労移行支援を利用する人の目標を３５人（３％）とします。 

3. 就労継続支援利用者のうちＡ型利用者の目標を８０人（１５％）とします。 

 

 

 

 

 

平成 24 年度の地域移行 

１．入所施設からグループホーム等に地域移行した方・・・１人 

２．施設入所者数・・・７人減少 

平成 24 年度の就労移行 

１．福祉施設からの一般就労・・４人 

２．福祉施設利用者が就労移行支援を利用した方・・・８人 

３．就労継続支援 A 型の利用者数・・・６３人 

平成 25 年度の地域移行 

１．入所施設からグループホーム等に地域移行した方・・・０人 

２．施設入所者数・・・１１人減少 

平成 25 年度の就労移行 

１．福祉施設からの一般就労・・５人（24 年度からの累計 9 名） 

２．福祉施設利用者が就労移行支援を利用した方・・・２９人 

３．就労継続支援 A 型の利用者数・・・６７人 

※ 平成２５年度 特別支援学校の鶴岡市出身の進路 

  一般就労：１０名（9 名）就労継続支援Ａ型：３名（1 名）就労継続支援Ｂ型：５名自立訓練（生活訓練）２名生活介護２名 
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第３期障害福祉計画のサービス見込み量に対する進捗状況 

（１）訪問系サービス 

「居宅介護」の利用は横ばい傾向です。「行動援護」、「重度障害者等包括支援」は鶴岡市内に事業所がないため、利用がありま

せん。データにはありませんが、居宅介護の利用者の多くは、６５歳以上の高齢者は、２８人で約１７%が介護保険と併用して

います。障害別では身体障害者の利用が７１人の４４％と多く、次いで精神障害者の利用が６４人の３９%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間/月 人 時間/月 人 時間/月 人

見込 2,937 178 3,036 184 3135 190

実績 2,987 148 3,452 161

率 102% 83% 114% 88%

見込 180 2 270 3 270 3

実績 27 1 35 1

率 15% 50% 13% 33%

見込 48 4 96 8 96 8

実績 0 0 0 0

率 0% 0% 0% 0%

見込 165 4 165 4 165 4

実績 17 3 14 5

率 10% 75% 8% 125%

見込 480 1 480 1 480 1

実績 0 0 0 0

率 0% 0% 0% 0%

24年度 25年度 26年度

重度障害者等包括支援

重度訪問介護

居宅介護

行動援護

同行援護



 

- 3 - 
 

（２）日中活動系サービス 、就労系サービス 

「生活介護」は、施設入所者が多く利用しており、「施設入所支援」と「生活介護」の組み合わせで利用している人が、１９９

人で、生活介護利用者３３６人の内５９％となっています。「生活介護」を利用できる障害者は、原則区分 3 以上（50 歳以上は

区分 2 以上、施設入所者は区分 4 以上入所者の 50 歳以上は区分 3 以上）となっており、常時介護を必要とする方が対象となっ

ているため、身体、知的障害の利用者が殆どとなっています。 

「自立訓練（機能訓練）」の利用人数は少数となっています。このことは、身体障害者が入所、入院等からの地域移行するため

の生活レベル向上のため訓練するサービスで、限定的なためと考えられます。逆に自立訓練（生活訓練）の利用者が増えており、

これは、知的障害者や精神障害者が施設や病院からの地域移行に伴って増えているためと考えられます。 

就労移行支援は、事業所数が増えたことで利用が伸びており、就労継続支援 A 型は、事業所数が増えず横ばい傾向となっています。 

就労継続支援 B 型は、ほぼ見込みどおりとなっており、データにはありませんが障害種別割合では、知的、精神障害者が合計約９

１％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人日/月 人 人日/月 人 人日/月 人

見込 5,560 310 5,680 330 5920 340

実績 6,485 330 6,674 336

率 117% 106% 118% 102%

自立訓練 見込 84 6 84 6 84 6

（機能訓練） 実績 26 2 30 2
率 31% 33% 36% 33%

自立訓練 見込 1,290 86 1,290 86 1290 86

（生活訓練） 実績 1,626 98 1,697 102

率 126% 114% 132% 119%

見込 368 16 391 17 805 35

実績 387 18 524 26

率 105% 113% 134% 153%
就労継続支援 見込 1,200 60 1,600 80 1600 80

Ａ型（雇用型） 実績 1,089 52 1,214 56

率 91% 87% 76% 70%

就労継続支援 見込 6,930 385 7,200 400 7470 415

Ｂ型（非雇用型） 実績 7,046 408 8,190 423

率 102% 106% 114% 106%

生活介護

事業名
24年度 25年度

就労移行支援

26年度
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（４）居住系サービス 

 共同生活援助の利用者は、精神障害者が６３人で７４％の利用となっています。 

また、共同生活介護については、知的障害者が４７人の６３％と一番多い利用となっています。施設入所支援は、ほぼ見込みど

おりとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24年度 25年度 26年度

人/月 人/月 人/月

見込 23 24 25

実績 23 22

率 100% 92%

見込 90 95 95

実績 80 85

率 89% 89%

見込 63 78 93

実績 73 74

率 116% 95%

見込 231 223 214

実績 227 229

率 98% 103%

人日/月 人 人日/月 人 人日/月 人

見込 192 24 208 26 232 29

実績 143 22 217 29

率 74% 92% 104% 112%

事業名

25年度 26年度

短期入所

療養介護

共同生活援助

共同生活介護

施設入所支援

事業名
24年度
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（５）相談支援サービス 

平成 26 年１２月末現在で、支給決定者１２０８人のうち、実人数で５７５人（セルフプラン３３人含む）となっており、全

体の４７．６％の方が計画を作成しています。 

相談支援事業所の開設は、平成２５年度で７事業所となっており、平成２６年度からの開設も予定されています。 

サービス利用計画は、障害福祉サービスを利用するにあたり、本人の解決すべき課題、その支援方針をもとに、福祉、保健、医

療、教育、就労などの幅広い支援分野から、本人に必要なサービス利用の組み合わせを計画するものです。 

このサービス利用計画の作成の推進にあたって、平成 26 年度の国の緊急雇用対策事業による「地域人づくり事業」を利用し、「相

談支援事業所サポート事業」を実施する予定です。 

 

未作成の方については、今後障害者地域自立支援協議会の相談支援部会とも協議を進めながら順次実施していきます。 

地域移行支援、地域定着支援については、県立病院の移転に伴いニーズが高まるものと予想され今後の利用の伸びが見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(実績･･･平成 25 年 10 月) 

事業名 
24 年度 25 年度 26 年度 

人/月 人/月 人/月 

計画相談支援 

見込 100 170 240 

実績 48 97  

率 48％ 57%  

地域移行支援 

見込 2 2 2 

実績 0 2  

率 0% 100%  

地域定着支援 

見込 2 2 2 

実績 0 2  

率 0% 100%  

 

資料４ 
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第４節 障害者の自立生活の実現 

（１）障害者の相談支援体制の充実 

○施策の方向 

障害があっても地域のなかで安心して生活することができるよう、福祉サービスの拡充を図るとともに、様々な生活相談に

応じ、それらを適切なサービスに結び付けることができる相談支援体制を整備します。 

○主な施策 

① 障害者が地域生活を営むうえで直面する様々な課題に対応するために、「障害者相談支援センター」の相談支援の取組みを

推進します。 

② 「障害者相談支援センター」を「基幹相談支援センター」として、障害者の権利擁護に関する啓発・支援や地域における

相談支援事業者の助言指導を行うとともに、関係事業者などと連携して長期入院患者の地域移行支援などを推進します。 

③ 幼児期から高齢期まで一貫した支援が行き届くよう、障害者の成長段階に応じた支援を行うため、保健、医療、保育、教

育、雇用、福祉など関係機関の連携を強化し、特に支援機関が移行する際の「つなぎ目」での連絡調整の仕組みづくりを

進めます。 

④ 障害者の様々なニーズに総合的かつ効果的に対応するために、関係機関、関係団体、相談支援事業者、福祉サービス事業

所などによるネットワーク（障害者地域自立支援協議会）を強化します。 

⑤ 「県立こころの医療センター（仮称）」との連携により、早期の発見、治療、療育が有効とされる知的障害、精神障害、発

達障害などに係る医療・教育・福祉の包括的支援体制の構築を図ります。 

（２）障害者の地域生活支援の充実 

○施策の方向 

地域のなかで障害者が誇りと生きがいを持って自立した地域生活が営めるよう、居住サービスや余暇活動などの基盤整備を

進めるとともに、心身の障害に対する市民の理解を進め、障害者にやさしい地域社会を構築します。 

○主な施策 

① 障害者のためのグループホームなどの居住サービスや日中活動サービス、余暇活動の基盤整備を進めます。 

総合計画の見直し（H26 から H30  ５年間） 
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② 障害者が地域社会に温かく受け入れられるよう、市民の障害理解を進めるとともに、障害者の社会参加を促します。 

③ 年齢や障害の有無にかかわらず誰もが安全・安心で、自由に街を歩くことができるユニバーサルデザインのまちづくりを

進めます。 

（３）障害者の就労支援の充実 

○施策の方向 

障害者が経済的基盤を確立して自立した地域生活を営んだり、自らの力を積極的に発揮して生きがいのある生活を送ること

ができるよう、障害者就労に対する市民や企業の理解を進めるとともに、障害者就労施設等の整備を促し、それら施設からの

物品や役務の調達を推進するなど、障害者の就労を促進します。 

○主な施策 

① 障害者就労施設等からの物品や役務の調達を推進し、障害者就労施設等で働く障害者や在宅就業障害者などの自立を促進

します。 

② 就労に必要な訓練や求職活動を支援するとともに、適性に応じた職場の開拓などが円滑に進むよう関係機関との連携を強

化します。 

③障害者、企業、障害者就労施設等に対し、障害者雇用支援策の周知を図ります。 

 

 

 
平成 26年度の取組み 

鶴岡市 平成 26 年度予算概要 

重点事項 

１．第 4 期障害福祉計画の策定  ２．自立支援給付費の適正な支給 

３．相談支援体制の強化   ４．地域生活支援事業の充実 

 

H２５当初 2,720,305千円   H２６内示 2,901,994千円 

 

鶴岡市重度心身障害（児）者社会参加促進事業（対象者  身体１～3級、療育 A、精神 1級） 

タクシー券の変更  年間 24枚（＋6枚増） → 一律 36枚 支給単価 基本料金相当額 → 一律 500 円 

給油券の変更    年間 12枚（＋３枚増） → 一津 18枚 支給単価 800 円  →   500 円 
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（出典：厚生労働省ホームページ） 
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